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４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施

設の整備その他の市街地の整備改善のための事業に関する事項 

 

［１］市街地の整備改善の必要性  

（1）現状分析 

本市の中心市街地には、ＪＲ飯山線と北越急行ほくほく線の十日町駅が立地するほ

か、南北の幹線道路である国道 117号が通っており、十日町市の交通の結節点となっ

ている。 

また、国道 117号沿いに形成された商店街（本町１～５丁目）のほか駅通り商店街、

高田町１丁目商店街にはアーケードが連続するほか、本町５丁目や昭和町通り、高田

町２～３丁目商店街にも広い歩道と街路灯が整備されているなど、中心市街地の商店

街エリアを中心に快適な歩行空間が確保されている。一方で、「駐車場をもっと整備

すべき」などのニーズが高い（平成 22年度市民アンケート調査より）。 

区域の北部には、広域交流拠点である「越後妻有里山現代美術館キナーレ」や「道

の駅クロステン」、十日町市総合福祉センター「サンクロス十日町」、さらに区域外と

なる東側には市民体育館、市民会館、中央公民館などの施設が集積しているものの、

いずれも区域の周縁部付近に立地し、区域の中心部に位置する商店街との面的なつな

がりが弱く、活発な市民交流活動が行われても、中心市街地内のにぎわいにつながり

にくくなっている。 

また区域内には、旧娯楽会館跡地、旧田倉跡地等の遊休施設や空き地、空き店舗が

存在しており、その活用が求められている。 

 

（2）市街地の整備改善の必要性 

道路、公園、駐車場、駅などを整備するとともに、市民自らが休み処やトイレの提

供を行う｢おもてなし｣を進めることで、市民や来街者が快適に回遊できる環境を整理

するとともに、雁木や石彫等の十日町市の歴史・文化を発信する地域資源を発掘し、

街並み整備に活用する必要がある。 

これらの整備にあたっては、中心市街地内に点在する遊休地を積極的に活用する必

要がある。 

 

（3）フォローアップの考え方 

計画期間の各年度に各事業の進捗状況を調査し、計画期間の中間点である平成 27

年度末における目標数値の集計分析による達成状況を確認し、状況に応じて事業の改

善措置を講じることとする。計画期間の最終年度には再度進捗状況を調査し、中心市

街地活性化の効果を実証する。 

また、目標指標を補完する参考指標を設定し、フォローアップに反映させる。 
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［２］具体的事業の内容 

（1）法に定める特別の措置に関連する事業 

該当なし 

 

（2）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び
実施時期 

実施主
体 

中心市街地の活性化を実現するた
めの位置付け及び必要性 

支援措置の
内容及び実
施時期 

その他
の事項 

○事業名 

１．中心市街地

駐車場整備事業

（市民活動セン

ター・まちなか

公民館駐車場） 

○内容 

自走式時間制有

料立体駐車場の

整備 

○実施時期 

H24 年度～ H29

年度 

十日町

市 

【位置付け】 

中心市街地の中心部に、時間制

有料駐車場を整備することによ

り、来街者のアクセスの向上を図

る。 

【必要性】 

 中心市街地に環境に配慮した駐

車場を整備し、アクセス性を高め

ることは、「訪れる人を増やす」を

目標とする中心市街地の活性化に

必要な事業である。 

○支援措置 

社 会 資 本

整 備 総 合

交付金（都

市 再 生 整

備 計 画 事

業（とおか

まち地区<

第２期>）） 

○実施時期 

H24 年度～

H28年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○事業名 

２．コミュニテ

ィガーデン整備

事業 

○内容 

中心市街地の遊

休地を活用し

た、地域住民が

管理・運営する

コミュニティガ

ーデンの整備 

○実施時期 

H25年度～ 

NPO 法

人にぎ

わい、

地域住

民、十

日町市 

【位置付け】 

中心市街地内の遊休地を活用し

て、地域住民等が管理・運営する

コミュニティガーデンを整備する

ことにより、市民によるまちづく

り活動を促し、地域コミュニティ

の醸成を図る。 

【必要性】 

市民のまちづくり活動を活性化

することは、「活動する人を増や

す」を目標とする中心市街地の活

性化に必要な事業である。 

○支援措置 

社 会 資 本

整 備 総 合

交付金（都

市 再 生 整

備 計 画 事

業 と 一 体

と な っ た

効 果 促 進

事業） 

○実施時期 

H25 年度～

H28年度 

 

○事業名 
３．「キナーレ」
南側進入路整備
事業（市道宇都
宮４号線） 

十日町
市 

【位置付け】 
「越後妻有里山現代美術館キナ

ーレ」への南側からの進入路を歩
行者と車が共存する道路として整
備することにより、十日町駅から

○支援措置 
社 会 資 本
整 備 総 合
交付金（都
市 再 生 整
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事業名、内容及び
実施時期 

実施主
体 

中心市街地の活性化を実現するた
めの位置付け及び必要性 

支援措置の
内容及び実
施時期 

その他
の事項 

○内容 
十日町駅からキ
ナーレへ道路の
整備（L=300m） 

○実施時期 
H24 年度～ H27
年度 

のアクセスを向上させる。 
【必要性】 
 観光誘客施設と駅とのアクセス
を高めることは、「訪れる人を増や
す」を目標とする中心市街地の活
性に必要な事業である。 

備 計 画 事
業（とおか
まち地区<
第２期>）） 

○実施時期 
H24 年度～
H27年度 

○事業名 
４．道路消雪施

設整備事業（市
道山本高山線） 

○内容 
市道山本高山線
に消雪パイプを
敷設 

○実施時期 
H24 年度～H25
年度 

十日町
市 

【位置付け】 
道路消雪施設を整備することに

より、自動車及び歩行者の安全で
快適な通行を確保する。 
【必要性】 
安全で快適に移動する環境を整

備することは、「暮らす人を増や
す」を目標とする中心市街地の活
性化に必要な事業である。 
 

 

○支援措置 
防災・安全

交付金（道
路事業） 

○実施時期 
H24年度 
（H24 年度
国 の 一 次
補正を H25
年 度 に 繰
越） 

 

○事業名 

５．歩道照明設
置事業（市道山
本高山線、市道
川治昭和町線） 

○内容 
市道川治昭和町
線及び市道山本
高山線に歩道照

明を設置 
○実施時期 
H27 年度～ H29

年度 

十日町

市 

【位置付け】 

歩道照明を設置することによ
り、歩行者の安全で快適な通行を
確保する。 
【必要性】 
安全で快適に移動する環境を整

備することは、「暮らす人を増や
す」を目標とする中心市街地の活
性化に必要な事業である。 

○支援措置 

社 会 資 本
整 備 総 合
交付金（道
路 事 業 と
一 体 と な
っ た 効 果
促進事業） 

○実施時期 

H27 年度～
H29年度 

 

○事業名 
６．細街路整備
事業 
（市道関口樋口
町線、市道栄町
６号線、市道袋
町東１号線、市
道西浦町４号
線） 

○内容 
市街地内の狭隘
な細街路に蓋付
側 溝 を 整 備
（L=370m） 

十日町
市 

【位置付け】 
未整備の細街路の側溝を蓋付側

溝に改修することにより、市民や
来街者の安全で快適な通行を確保
する。 
【必要性】 
安全で快適に移動する環境を整

備することは、「暮らす人を増や
す」を目標とする中心市街地の活

性化に必要な事業である。 

○支援措置 
社 会 資 本
整 備 総 合
交付金（都
市 再 生 整
備 計 画 事
業（とおか
まち地区<
第２期>）） 

○実施時期 
H24 年度～
H28年度 
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事業名、内容及び
実施時期 

実施主
体 

中心市街地の活性化を実現するた
めの位置付け及び必要性 

支援措置の
内容及び実
施時期 

その他
の事項 

○実施時期 
H24 年度～ H28
年度 

○事業名 

７．地域資源活

用調査事業 

○内容 

地域資源の掘り

起こしを行うた

めの市民ワーク

ショップの開催 

○実施時期 

H24 年度～ H26

年度 

十日町

市、NPO

法人に

ぎわい 

【位置付け】 

中心市街地の歴史的な建造物等

新たな地域資源の掘り起こしを行

うため、市民ワークショップ等を

通じて調査を実施することによ

り、にぎわいの創出を図る。 

【必要性】 

市民協働で新たな地域資源の発

掘を行うことは、「訪れる人を増や

す」を目標とする中心市街地の活

性化に必要な事業である。 

○支援措置 

社 会 資 本

整 備 総 合

交付金（都

市 再 生 整

備 計 画 事

業 と 一 体

と な っ た

効 果 促 進

事業） 

○実施時期 

H24 年度～

H26年度 

 

○事業名 

 64.ポケットパ

ーク整備事業

（キナーレ南

広場） 

○内容 

 市道宇都宮４

号線にポケッ

トパークを整

備 

○実施時期 

 H26年度 

十日町

市 

【位置付け】 

 キナーレ南側進入路整備と一体

的にポケットパークを整備し、歩

行者空間の充実を図る。 

【必要性】 

 ポケットパークを整備し、歩行

者空間の充実を図ることは、「訪れ

る人を増やす」を目標とする中心

市街地の活性化に必要な事業であ

る。 

○支援措置 

 社会資本

整 備 総 合

交付金（都

市 再 生 整

備 計 画 事

業（とおか

ま ち 地 区

＜ 第 ２ 期

＞） 

○実施時期 

 H26年度 

 

 

（2）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

   該当なし 

 

（3）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

   該当なし 

 

（4）国の支援がないその他の事業 

事業名、内容及び

実施時期 

実施主

体 

中心市街地の活性化を実現するため

の位置付け及び必要性 

国以外の支

援措置の内

容及び実施

時期 

その他

の事項 

○事業名 
８．十日町病院
周辺整備事業 

○内容 

十日町
市 

【位置付け】 
十日町病院周辺のアクセス道路や

バスレーン、歩道等を整備すること
により、来街者のアクセスの向上を
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事業名、内容及び

実施時期 

実施主

体 

中心市街地の活性化を実現するため

の位置付け及び必要性 

国以外の支

援措置の内

容及び実施

時期 

その他

の事項 

十日町病院周辺
のアクセス道路
やバスレーン等
の整備 

○実施時期 
H25年度～ 

図る。 
【必要性】 
医療機関へのアクセス性の向上び

周辺環境を整備することは、「訪れる
人を増やす」を目標とする中心市街
地の活性化に必要な事業である。 

○事業名 
９．十日町駅高
架化検討調査事
業 

○内容 
線路の高架化
について検討・
調査 

○実施時期 
H23年度～ 

民間事
業者、
十日町
市 

【位置付け】 
十日町駅周辺の鉄道線路の高架化

について検討・調査を実施すること
により、十日町駅の東西の回遊性の
向上を図る。 
【必要性】 
中心市街地の回遊性を向上させる

ことは、「訪れる人を増やす」を目標
とする中心市街地の活性化に必要な
事業である。 
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５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 

 

［１］都市福利施設の整備の必要性  

（１）現状分析 

中心市街地には、医療機関、金融機関、教育施設などが多く立地する。また、平成

23年度に実施した市民アンケートによると、中心市街地への将来的な要望として「魅

力的なお店があって楽しく買い物ができるまち」（27.4%）に次いで、「医療や子育て・

福祉、買い物サービスが充実したまち」（26.0%）との回答が多かった。 

 

（２）都市福利施設の整備の必要性 

今後も高齢化の進行が予想されることから、高齢者向けの生活支援・ケアサービス

機能や子育て支援サービス、市民活動の場等を整備する必要がある。 

 

（３）フォローアップの考え方 

計画期間の各年度に各事業の進捗状況を調査し、計画期間の中間点である平成 27

年度末における目標数値の集計分析による達成状況を確認し、状況に応じて事業の改

善措置を講じる。計画期間の最終年度には、再度進捗状況を調査し、中心市街地活性

化の効果を実証する。 

また、目標指標を補完する参考指標を設定し、フォローアップに反映させる。 

 

［２］具体的事業の内容 

（1）法に定める特別の措置に関連する事業 

該当なし 
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（2）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び
実施時期 

実施主
体 

中心市街地の活性化を実現する
ための位置付け及び必要性 

支援措置の
内容及び実
施時期 

その他
の事項 

○事業名 

10．（仮称）十日

町市市民文化ホ

ール・中央公民

館整備事業 

○内容 

ホール及び市民

活動スペース、

中央公民館の整

備 

○実施時期 

H24 年度～H29

年度 

十 日 町

市 

【位置付け】 

（仮称）十日町市市民文化ホー

ル及び中央公民館を整備するこ

とにより、市民によるまちづくり

活動の活性化を図る。 

【必要性】 

中心市街地に市民活動・交流の

ための拠点施設を整備すること

は、「活動する人を増やす」を目

標とする中心市街地の活性化に

必要な事業である。 

 

【（仮称）十
日 町 市 市
民 文 化 ホ
ール】 

○支援措置 
社 会 資 本
整 備 総 合
交付金 
（ 都 市 再
生 整 備 計
画事業（と
お か ま ち
地区<第２
期>）） 

○実施時期 
H24 年度～
H28年度 
 

【中央公民
館】 
○支援措置 
社 会 資 本
整 備 総 合
交付金（都
市 再 生 整
備 計 画 事
業 と 一 体
と な っ た
効 果 促 進
事業） 

○実施時期 
H27 年度～
H28年度 

 

○事業名 

11.老人デイサ

ービス施設整備

事業・子育て支

援施設整備事業

（旧田倉跡地活

用事業） 

○内容 

サービス付き高

齢者住宅及びフ

ァミリー向け都

市型住宅と一体

となった、子育

て支援施設、老

人デイサービス

施設、サテライ

トクリニック、

民 間 事

業者（㈱

フ ァ イ

ン ・ テ

ン）、十

日町市 

【位置付け】 

子育て支援施設及び老人デイ

サービス施設を整備し、少子高齢

化の進行に伴って求められる子

育て世代や高齢者への生活サー

ビスを提供することにより、にぎ

わいの創出を図る。 

【必要性】 

子育て世代や高齢者への生活

サービス機能を強化することは、

「訪れる人を増やす」を目標とす

る中心市街地の活性化に必要な

事業である。 

○支援措置 

社 会 資 本

整 備 総 合

交付金（都

市 再 生 整

備 計 画 事

業（とおか

まち地区<

第２期>）） 

○実施時期 

H24 年度～

H26年度 

○支援措置 

 社会資本

整 備 総 合

交付金（暮

らし・にぎ
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事業名、内容及び
実施時期 

実施主
体 

中心市街地の活性化を実現する
ための位置付け及び必要性 

支援措置の
内容及び実
施時期 

その他
の事項 

オープンスペー

ス、コミュニテ

ィカフェ等から

なる複合施設の

整備 

○実施時期 

H24 年度～H27

年度 

わ い 再 生

事業（本町

２ 丁 目 地

区）） 

○実施時期 

 H25 年度～

H26年度 

○事業名 

12.市民交流セ

ンター整備事業

（本町分庁舎） 

○内容 

中心市街地の案

内機能や交流・

憩いの場を備え

た市民交流セン

ターの整備 

○実施時期 

H26 年度～H27

年度 

十 日 町

市 
【位置付け】 

旧本町分庁舎の１階・２階部分

を市民交流センターとして整備

し、中心市街地の情報提供や市民

の交流、休憩機能を提供すること

により、来街機会の増加を図る。 

【必要性】 

市民や来街者のまちなか回遊

を促進する交流拠点施設を整備

し、にぎわいの創出を図ること

は、「訪れる人を増やす」を目標

とする中心市街地の活性化に必

要な事業である。 

○支援措置 

社 会 資 本

整 備 総 合

交付金（都

市 再 生 整

備 計 画 事

業（とおか

まち地区<

第２期>）） 

○実施時期 

H26 年度～

H27年度 

 

○事業名 

13.市民活動セ

ンター・まちな

か公民館整備事

業 

○内容 

市民団体及び市

民のまちづくり

活動、文化活動

の拠点施設の整

備 

○実施時期 

H24 年度～H28

年度 

十 日 町

市 

【位置付け】 

市民活動・交流のための拠点施

設を整備することにより、市民に

よるまちづくり活動の活性化を

図る。 

【必要性】 

市民活動・交流拠点を整備する

ことは、「活動する人を増やす」

を目標とする中心市街地の活性

化に必要な事業である。 

○支援措置 

社 会 資 本

整 備 総 合

交付金（都

市 再 生 整

備 計 画 事

業（とおか

まち地区<

第２期>）） 

○実施時期 

H24 年度～

H28年度 

 

○事業名 

14.市民活動拠

点施設整備事業 

○内容 

空き店舗を活用

して中心市街地

十 日 町

市 

【位置付け】 

空き店舗を活用した市民活

動・交流拠点を整備することによ

り、市民によるまちづくり活動の

活性化を図る。 

【必要性】 

○支援措置 

社 会 資 本

整 備 総 合

交付金（都

市 再 生 整

備 計 画 事
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事業名、内容及び
実施時期 

実施主
体 

中心市街地の活性化を実現する
ための位置付け及び必要性 

支援措置の
内容及び実
施時期 

その他
の事項 

内で活動する団

体の活動・交流

拠点の設置 

○実施時期 

H24 年度～H28

年度 

市民活動・交流拠点を整備する

ことは、「活動する人を増やす」

を目標とする中心市街地の活性

化に必要な事業である。 

業 と 一 体

と な っ た

効 果 促 進

事業） 

○実施時期 

H24 年度～

H28年度 

○事業名 

15.市民の健康

づくり推進事業

（まちなかまち

じゅうウォーキ

ングロード） 

○内容 

中心市街地内の

総延長約 3.6km

のアーケードを

利用した、健康

づくり運動の推

進 

○実施時期 

H25年度～ 

十 日 町

市 

【位置付け】 

市民活動センター内に設置す

る市民の健康づくり施設を拠点

として、中心市街地内約 3.6kmの

アーケードをウォーキングロー

ドとして活用した健康づくり運

動を推進し、市民の健康増進と市

民のまちづくり活動の活性化を

図る。 

【必要性】 

市民の健康づくり運動を推進

することは、「活動する人を増や

す」を目標とする中心市街地の活

性化に必要な事業である。 

○支援措置 

中 心 市 街

地 活 性 化

ソ フ ト 事

業 

○実施時期 

H25年度～ 

 

○事業名 

16.石彫プロム

ナード活用事業 

○内容 

石彫プロムナー

ドの案内看板設

置や散策ルート

マップの作成 

○実施時期 

H25年度～ 

石 彫 シ

ン ポ ジ

ウ ム 実

行 委 員

会 

【位置付け】 

平成７年から開催する「十日町

石彫シンポジウム」で中心市街地

に設置された 66 体の石彫を活用

した案内看板等を設置すること

で、市民や来街者のまちなか回遊

を図る。 

【必要性】 

市民や来街者のまちなか回遊

を促進することは、「訪れる人を

増やす」を目標とする中心市街地

の活性化に必要な事業である。 

○支援措置 

中 心 市 街

地 活 性 化

ソ フ ト 事

業 

○実施時期 

H25年度～ 

 

○事業名 

17.本町分庁舎

ウィンドウギャ

ラリー事業 

○内容 

本町分庁舎アー

ケード側の展示

スペースへの芸

術作品の展示 

ま ち な

か ギ ャ

ラ リ ー

運 営 委

員会 

【位置付け】 

本町分庁舎１階のウィンドウ

ギャラリーに優れた芸術作品を

展示することで、市民や来街者の

まちなか回遊を図る。 

【必要性】 

市民や来街者のまちなか回遊

を促進することは、「訪れる人を

増やす」を目標とする中心市街地

○支援措置 

中 心 市 街

地 活 性 化

ソ フ ト 事

業 

○実施時期 

H25 年度～

H27年度 
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事業名、内容及び
実施時期 

実施主
体 

中心市街地の活性化を実現する
ための位置付け及び必要性 

支援措置の
内容及び実
施時期 

その他
の事項 

○実施時期 

H23 年度～H27

年度 

の活性化に必要な事業である。 

○事業名 

18.まちなか「花

の情報マップ」

作成事業 

○内容 

中心市街地の花

木や「コミュニ

ティガーデン」

の情報を掲載し

たマップの作成 

○実施時期 

H25年度～ 

十 日 町

市、 NPO

法 人 に

ぎわい 

【位置付け】 

中心市街地内の花木の開花や、

「コミュニティガーデン」の情報

を掲載したマップを四季ごとに

作成することで、市民や来街者の

まちなか回遊を図る。 

【必要性】 

市民や来街者のまちなか回遊

を促進することは、「訪れる人を

増やす」を目標とする中心市街地

の活性化に必要な事業である。 

 

○支援措置 

中 心 市 街

地 活 性 化

ソ フ ト 事

業 

○実施時期 

H25 年度～ 

 

○事業名 

 65.（仮称）障

がい者支援セ

ンター整備事

業 

○内容 

喫茶軽食、授産

製品のアンテナ

ショップ、相談

室、事務室など 

○実施時期 

 平成 27年度 

十 日 町

市 

、社会福

祉 法 人

など 

【位置付け】 

中心市街地に身体障がい者、知

的障がい者、精神障がい者による

活動拠点を整備し、就労の場を確

保することで利用者の賃金向上

を図り、障がい者の自立を支援す

る。また、施設に軽食喫茶や市内

８事業所で作られている「授産製

品販売」のアンテナショップを設

置し、製品の販売促進と一般市民

との交流の機会を図ることで、に

ぎわいの創出を図る。 

【必要性】 

障がい者の生活サービス機能

を強化することは、「訪れる人を

増やす」を目標とする中心市街地

の活性化に必要な事業である。 

○支援措置 

社会資本整

備総合交付

金（都市再

生整備計画

事業と一体

となった効

果 促 進 事

業） 

○実施時期 

H27年度 

 

 

 

（2）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

該当なし 

 

（3）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

該当なし 

 

（4）国の支援がないその他の事業 
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事業名、内容及び
実施時期 

実施主
体 

中心市街地の活性化を実現するた
めの位置付け及び必要性 

国以外の支
援措置の内
容及び実施
時期 

その他
の事項 

○事業名 
19.ラポート十
日町周辺地域活
性化整備事業 

○内容 
憩いの場、支店
機能、催事会場
の拡張、駐車場
の整備 

○実施時期 
H27 年度～ H28
年度 

十日町
農業協
同組合 

【位置付け】 
ラポート十日町に併設して、無

料休憩スペース、ギャラリー、支
店機能、駐車場等を備えた施設を
整備することにより、にぎわいの
創出を図る。 
【必要性】 
周辺住民や来街者の生活利便性

向上を図ることは、「訪れる人を増
やす」を目標とする中心市街地の
活性化に必要な事業である。 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○事業名 
20.十日町病院
改築事業 

○内容 
地域中核病院と
して二次救急を
担う病院の建設 

○実施時期 
H25年度～ 

新潟県 【位置付け】 
地域中核病院として、主に急性

期を中心とした二次救急を担う十
日町病院を整備し、生活利便性を
向上させることにより、にぎわい
の創出を図る。 
【必要性】 
医療施設の整備により生活利便

性の向上を図ることは、「訪れる人
を増やす」を目標とする中心市街
地の活性化に必要な事業である。 

  

○事業名 
21.地域子育て
応援カード事業 

○内容 
子育て家庭や障
がいのある子が
いる家庭への、
公益施設の利用
料減免等のサー
ビスの提供 

○実施時期 
H23年度～ 

十日町
市 

【位置付け】 
子育て家庭や障がいのある子ど

もを育てる家庭を対象に、公益施
設の利用料減免や商店街等との連
携により、協賛店の商品割引など
のサービスを提供する。 
【必要性】 
中心市街地に若者世代が住みや

すい環境を整備することは、「訪れ
る人を増やす」を目標とする中心
市街地の活性化に必要な事業であ
る。 

  

○事業名 

22.協働のまち

づくり支援拠点

運営費補助金 

○内容 

中間支援組織に

よる市民活動の

支援拠点の開設

及び運営に対す

十日町

市 

【位置付け】 

協働のまちづくりをさらに進め

るため、中間支援組織による市民

活動の支援拠点の開設及び運営に

対し補助することで、市民による

まちづくり活動の活性化を図る。 

【必要性】 

市民によるまちづくり活動の活

性化を図ることは、「活動する人を
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事業名、内容及び
実施時期 

実施主
体 

中心市街地の活性化を実現するた
めの位置付け及び必要性 

国以外の支
援措置の内
容及び実施
時期 

その他
の事項 

る支援 

○実施時期 

H24年度～ 

増やす」を目標とする中心市街地

の活性化に必要な事業である。 
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６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のため

の事業及び当該事業と一体として行う居住環境の向上のための事業等に関する事項 

 

［１］街なか居住の推進の必要性  

（１）現状分析 

中心市街地における人口は減少傾向が続いており、平成 24年では平成 12年に対し

て 12.6％減少している。（5,008人⇒4,372 人） 

65歳以上の高齢者の割合は増加しており、平成 24年３月 31日現在、中心市街地の

高齢化率は 33.0％と市全体の 31.9％を上回っている。 

中心市街地は宅地などの敷地面積が狭く、冬期間の屋根雪の処理スペースや駐車場

が確保しにくい等の理由から、転居にあたっては敷地が広い郊外が好まれることも高

齢化の一因と想定される。 

十日町駅西側では、平成 24 年度末に区画整理事業が完了し、市の玄関口という立

地を活かして優良宅地の造成等が進んでいる。 

 

（２）街なか居住の推進の必要性 

中心市街地内の主要な通りにはアーケードや歩道融雪装置、流雪溝が整備されてお

り、降雪期でも安全で快適に買い物等がしやすい環境が整っている。また中心市街地

はＪＲやバス路線など公共交通が整備され、商業施設や医療機関、公益施設などの都

市機能が集積しているため、高齢者等にとっては生活利便性が高い地区である。 

一方、本市は日本有数の豪雪地帯であることから、除雪にかかる費用負担をいかに

軽減すべきかが課題となっている。 

さらに、市の人口の３人に１人が高齢者であり、今後も高齢化率は上昇すると考え

られることから、高齢者をはじめとした市民が安全かつ安心に暮らすことのできる生

活環境づくりも課題である。 

これらの諸課題に対応するために、まちなか居住を進め、コンパクトな都市構造と

することが必要である。 

 

（３）フォローアップの考え方 

計画期間の各年度に各事業の進捗状況を調査し、計画期間の中間点である平成 27

年度末における目標数値の集計分析による達成状況を確認し、状況に応じて事業の改

善措置を講じる。計画期間の最終年度には再度進捗状況を調査し、中心市街地活性化

の効果を実証する。 

また、目標指標を補完する参考指標を設定し、フォローアップに反映させる。 

 

［２］具体的事業の内容 

（1）法に定める特別の措置に関連する事業 

該当なし 
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（2）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び
実施時期 

実施 
主体 

中心市街地の活性化を実現するた
めの位置付け及び必要性 

支援措置の
内容及び実
施時期 

その他
の事項 

○事業名 

23.サービス付

き高齢者住宅整

備事業・ファミ

リー向け都市型

住宅整備事業

（旧田倉跡地活

用事業） 

○内容 

空ビル跡地を活

用して、サービ

ス付き高齢者住

宅 50戸、ファミ

リー向け都市型

住宅 12 戸を整

備。 

○実施時期 

H24 年度～ H27

年度 

民間事

業者 

（㈱フ

ァ イ

ン・テ

ン） 

【位置付け】 

老人デイサービス施設や子育て

支援施設を併設したサービス付き

高齢者住宅及びファミリー向け都

市型住宅を整備することにより、

安心して快適な居住環境を提供

し、まちなか居住の促進を図る。 

【必要性】 

高齢者や子育て世帯が安心して

快適に暮らせる居住環境の提供を

することによる、まちなか居住を

進めることは、「暮らす人を増や

す」を目標とする中心市街地の活

性化に必要な事業である。 

 

○支援措置 

社 会 資 本

整 備 総 合

交付金（都

市 再 生 整

備 計 画 事

業（とおか

まち地区<

第２期>）） 

○実施時期 

H24 年度～

H26年度 

○支援措置 

 社会資本

整 備 総 合

交付金（暮

らし・にぎ

わ い 再 生

事業（本町

２ 丁 目 地

区）） 

○実施時期 

 H25 年度～

H26年度 

 

 

（2）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

該当なし 

 

（3）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

該当なし 

 

（4）国の支援がないその他の事業  

事業名、内容及び
実施時期 

実施主
体 

中心市街地の活性化を実現するた
めの位置付け及び必要性 

国以外の支
援措置の内
容及び実施
時期 

その他
の事項 

○事業名 

24.まちなか居

住共同住宅供給

事業 

○内容 

民間事

業者 
【位置付け】 

まちなか居住人口増加のため共

同住宅を供給し、市民の多様な住

宅ニーズに応えた良好な住宅建設

を誘発することにより、安心して
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事業名、内容及び
実施時期 

実施主
体 

中心市街地の活性化を実現するた
めの位置付け及び必要性 

国以外の支
援措置の内
容及び実施
時期 

その他
の事項 

優良な 10 個以

上の共同住宅を

建設する事業者

に事業費の一部

を助成。 

○実施時期 

H25 年度～ H29

年度 

快適な居住環境を提供し、まちな

か居住の促進を図る。 

【必要性】 

安心して快適な居住環境の提供

による、まちなか居住を進めるこ

とは、「暮らす人を増やす」を目標

とする中心市街地の活性化に必要

な事業である。 

○事業名 

25.克雪すまい

づくり支援事業 

○内容 

屋根融雪装置や

融雪・耐雪構造

にする住宅の建

設・改造などの

設置への支援。 

○実施時期 

H25 年度～ H29

年度 

十日町

市 

【位置付け】 

屋根融雪装置を設置した住宅及

び融雪・耐雪構造にする住宅の建

設・改造に対して、既存制度の嵩

上げ助成を行い、雪国でも安心で

快適な居住環境を提供して、まち

なか居住の促進を図る。 

【必要性】 

雪国でも快適に安心した居住環

境の整備のため、屋根雪処理に対

する支援をすることは、「暮らす人

を増やす」を目標とする中心市街

地の活性化に必要な事業である。 

  

○事業名 

26.まちなか住

み替え促進事業 

○内容 

中心市街地外か

ら中心市街地内

に移住する市民

に対し、既存建

築物の除却や跡

地の緑化等にか

かる費用の助

成。 

○実施時期 

H26 年度～ H29

年度 

十日町

市 

【位置付け】 

中心市街地への移住に際して、

既存建築物の除却や跡地の緑化等

にかかる費用に対して助成するこ

とにより、まちなか居住の促進を

図る。 

【必要性】 

中心市街地に移住する市民に対

して既存建築物の管理に対する不

安の解消を図ることは、「暮らす人

を増やす」を目標とする中心市街

地の活性化に必要な事業である。 
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７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業その他の商業の活性化のための事

業及び措置に関する事項 

 

［１］商業の活性化の必要性  

（１）現状分析 

中心市街地の商業環境は、国道 117 号沿いの商店街（本町１～６丁目）、駅通り商

店街、昭和町通り商店街、高田町１～３丁目の 10の商店街を骨格として形成される。

また、十日町駅東側及び市役所庁舎に隣接して合計３つの大規模小売店舗が立地す

る。しかし、中心市街地区域外の西側にある市道高山太子堂線沿線への大規模小売店

舗の進出の影響もあり、中心市街地の小売店舗数、従業者数、年間販売額、売場面積

はいずれも減少している。 

平成 23 年度に実施した市民アンケート調査では、中心市街地に求めるものとして

「魅力的なお店があって楽しく買い物ができるまち」との回答が最も多く挙げられて

いる。 

 

（２）商業の活性化の必要性 

中心市街地においては、周辺の大規模小売店舗との差別化によって商業環境の維

持・再生を図る必要がある。そのためには、これまでどおりの商業機能の集積のみで

はなく、十日町市の歴史や文化、芸術といった固有の資源を活用した魅力の創出や、

大規模小売店舗への日常的な買い物が困難な高齢者への生活支援などを含めたサー

ビスによって、日常的ににぎわいをつくる必要がある。 

 

（３）フォローアップの考え方 

計画期間の各年度に各事業の進捗状況を調査し、計画期間の中間点である平成 27

年度末における目標数値の集計分析による達成状況を確認し、状況に応じて事業の改

善措置を講じる。計画期間の最終年度には、再度進捗状況を調査し、中心市街地活性

化の効果を実証する。 

また、目標指標を補完する参考指標を設定し、フォローアップに反映させる。 

 

［２］具体的事業の内容 

（1）法に定める特別の措置に関連する事業 

該当なし 
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（2）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び
実施時期 

実施主
体 

中心市街地の活性化を実現するた
めの位置付け及び必要性 

支援措置の
内容及び実
施時期 

その他
の事項 

○事業名 

27.（仮称）産

業・文化発信館

整備事業（旧娯

楽会館跡地活用

事業） 

○内容 

空きビル跡地を

活用して、店舗、

交流広場等から

なる施設を整

備。 

○実施時期 

H24 年度～H26

年度 

民間事

業者 

（株式

会社フ

ジタ） 

【位置付け】 

そばや日本酒、きもの、現代アー

ト等多くの地域資源の情報を発信

する機能を持った拠点を整備する

ことにより、市民や来街者の趣味・

興味に基づいた交流の場づくりを

図る。 

【必要性】 

市民・来街者の交流の場づくりを

図ることは、「訪れる人を増やす」

を目標とする中心市街地の活性化

に必要な事業である。 

○支援措置 

社会資本

整備総合

交付金（都

市再生整

備計画事

業（とおか

まち地区<

第２期>）） 

○実施時期 

H24年度～

H26年度 

○支援措置 

 社会資本

整備総合交

付金（暮ら

し・にぎわい

再生事業（本

町５丁目地

区）） 

○実施時期 

 H25 年度

～ H26 年

度 

 

○事業名 

28.中心市街地

にぎわい力アッ

プ事業 

○内容 

とおか市（い

ち）、にぎわいサ

タデーの開催、

個店研修等 

○実施時期 

H24年度～ 

NPO 法

人にぎ

わい 

【位置付け】 

小学生や高校生が主役となった

イベント等を開催することで、多世

代の市民がまちづくり活動に参画

することを促すとともに、商店街の

経営力強化や魅力向上を図る。 

【必要性】 

多世代の市民がまちづくり活動

に参画することは、「訪れる人を増

やす」を目標とする中心市街地の活

性化に必要な事業である。 

○支援措置 

社会資本

整備総合

交付金（都

市再生整

備計画事

業と一体

となった

効果促進

事業） 

○実施時期 

H24年度～

H28年度 

 

○事業名 

59.十日町駅ほ
くほく線高架下
観光案内施設設
置事業 

○内容 

北越急

行㈱、
十日町
市、一
般社団
法人十

【位置付け】 

 中心市街地の玄関口である十日
町駅付近に観光案内所を設置する
ことにより、来街者への情報発信面
での利便性向上を図る。 
【必要性】 

○支援措置 

社会資本
整備総合
交付金（都
市再生整
備計画事
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事業名、内容及び
実施時期 

実施主
体 

中心市街地の活性化を実現するた
めの位置付け及び必要性 

支援措置の
内容及び実
施時期 

その他
の事項 

ほくほく線十日
町駅高架下に観
光案内所を設置
する 

○実施時期 
H25 年度～H27
年度 

 

日町市
観光協
会 

 観光案内所を設置することによ
り、来街者への情報発信面での利便
性向上を図ることは、「訪れる人を
増やす」を目標とする中心市街地の
活性化に必要な事業である。 

業と一体
となった
効果促進
事業） 

○実施時期 
H25年度～
H26年度 

○事業名 

29.中心市街地

空き店舗等活用

促進事業 

○内容 

空き店舗等を活

用した新規出店

者を支援する。 

○実施時期 

H25 年度～H29

年度 

十日町

市 

【位置付け】 

空き店舗等を活用して、店舗等を

整備する新規出店者等に対して助

成を行うことで、店舗等の連たん性

を確保し来街者の増加を図る。 

【必要性】 

店舗等の連たん性を確保し来街

者の増加を図ることは、「訪れる人

を増やす」を目標とする中心市街地

の活性化に必要な事業である。 

 

 

○支援措置 

中心市街

地活性化

ソフト事

業 

○実施時期 

 H25 年度

～ H29 年

度 

 

○事業名 

30.地域行事等

の年間プログラ

ム化 

○内容 

十日町市におい

て行われている

地域行事等の年

間プログラム化

を図る。 

○実施時期 

H25年度～ 

一般社

団法人

十日町

市観光

協会、

NPO 法

人にぎ

わいほ

か 

【位置付け】 

地域行事等を年間プログラム化

し、一体的に広報することにより、

プロモーション効果のアップや効

率化を図る。 

【必要性】 

地域行事等のプロモーション効

果のアップや効率化を図ることは、

「訪れる人を増やす」を目標とする

中心市街地の活性化に必要な事業

である。 

○支援措置 

中心市街

地活性化

ソフト事

業 

○実施時期 

 H25 年度

～ 

 

○事業名 

31.十日町きも

のまつり 

○内容 

きものの里・十

日町を全国に

PR するととも

に、先人式（成

人式）等を通し

て、きものへの

関心を高める

取り組みを行

きもの

まつり

実行委

員会 

【位置付け】 

成人式と連動した事業等きもの

の産地の特性を活かした各種イベ

ントを実施することで、「きものの

里・十日町」の情報を発信し、にぎ

わいの創出と織物産業の活性化を

図る。 

【必要性】 

「きものの里・十日町」を発信し

来街機会の増加を図ることは、「訪

れる人を増やす」を目標とする中心

市街地の活性化に必要な事業であ

○支援措置 

中心市街

地活性化

ソフト事

業 

○実施時期 

 H25 年度

～ 
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事業名、内容及び
実施時期 

実施主
体 

中心市街地の活性化を実現するた
めの位置付け及び必要性 

支援措置の
内容及び実
施時期 

その他
の事項 

う。 

○実施時期 

S51年度～ 

る。 

○事業名 

32.きものパー

ティ 

 

○内容 

きもの愛好者の

拡大ときものの

普及を目的に年

２回開催。 

○実施時期 

H23年度～ 

 

きもの

パーテ

ィ実行

委員会 

【位置付け】 

きものの産地の特性を活かし、き

ものの愛好者を拡大するためのイ

ベントを実施することで、幅広い年

代を対象に「きものの里・十日町」

の情報を発信し、にぎわいの創出と

織物産業の活性化を図る。 

【必要性】 

「きものの里・十日町」を発信し、

来街機会の増加を図ることは、「訪

れる人を増やす」を目標とする中心

市街地の活性化に必要な事業であ

る。 

○支援措置 

中心市街

地活性化

ソフト事

業 

○実施時期 

 H25 年度

～ 

 

 

（2）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

該当なし  
（3）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

該当なし  
 

（4）国の支援がないその他の事業 

事業名、内容及び
実施時期 

実施主
体 

中心市街地の活性化を実現するため
の位置付け及び必要性 

国以外の支援
措置の内容及
び実施時期 

その他
の事項 

○事業名 

33.中心市街地

まちと個店の魅

力掘り起こし事

業 

○内容 

商業者がまちと

個店の魅力・個

性を洗い出すと

ともに、情報発

信力を強化する

ため、各種ニー

ズ調査やワーク

ショップ、外部

の専門家を招へ

いしたセミナー

十日町

商工会

議所 

【位置付け】 

商業者が自らまちや個店の魅力を

再発見し、情報発信力を強化するこ

とで、中心市街地全体の魅力と競争

力を高め高付加価値化を図る。 

【必要性】 

中心市街地全体の魅力と競争力を

高め高付加価値化を図ることは、「訪

れる人を増やす」を目標とする中心

市街地の活性化に必要な事業であ

る。 

 ・支援措

置 と し

て 中 心

市 街 地

魅 力 発

掘・創造

支 援 事

業 の 活

用 を 予

定 
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事業名、内容及び
実施時期 

実施主
体 

中心市街地の活性化を実現するため
の位置付け及び必要性 

国以外の支援
措置の内容及
び実施時期 

その他
の事項 

等を実施。 

○実施時期 

H25年度～ 

○事業名 

34.中心市街地

情報板設置事業 

○内容 

観光イベント情

報や行政情報等

を発信する情報

板を公益施設等

に設置。 

○実施時期 

H28年度～ 

十日町

市 

【位置付け】 

観光イベント情報や行政情報等を

発信する情報板を公益施設等に設置

することにより、中心市街地の情報

発信機能及び利便性を高め来街者の

まちなか回遊を図る。 

【必要性】 

中心市街地の情報発信機能及び利

便性を高め来街者のまちなか回遊を

図ることは、「訪れる人を増やす」を

目標とする中心市街地の活性化に必

要な事業である。 

 

 ・支援
措置と
して、
社会資
本整備
総合交
付金
（都市
再生整
備計画
事業
（とお
かまち
地区<
第２期
>）の活
用を予
定 
 
 
 
 

○事業名 

35.Ｗｉ－Ｆｉ

環境整備事業 

○内容 

中心市街地内の

飲食店や公益施

設に無料 Wi-Fi

スポットを設

置。 

○実施時期 

H24 年度～H26

年度 

十日町

市、民

間事業

者 

【位置付け】 

市役所本庁舎や本町分庁舎など中

心市街地の公益施設や商店街に無料

Wi-Fi スポットを設置し、情報通信

機器の利用環境を整備することによ

り、市民及び来街者の情報受発信面

での利便性向上を図る。 

【必要性】 

情報通信機器の利用環境を向上さ

せることにより、市民及び来街者の

情報受発信面での利便性向上を図る

ことは、「訪れる人を増やす」を目標

とする中心市街地の活性化に必要な

事業である。 

  

○事業名 

36.中心市街地

活性化促進支援

員設置事業 

○内容 

中心市街地整備

推進機構に支援

十日町

市 

【位置付け】 

NPO 法人にぎわい（中心市街地整

備推進機構）の事務局に支援員を配

置し、事業の効率的な事業運営及び

地元人材の育成を図る。 

【必要性】 

中心市街地活性化事業の効率的な
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事業名、内容及び
実施時期 

実施主
体 

中心市街地の活性化を実現するため
の位置付け及び必要性 

国以外の支援
措置の内容及
び実施時期 

その他
の事項 

員を配置する。 

○実施時期 

H25年度～ 

事業運営及び地元人材の育成を図る

ことは、「訪れる人を増やす」を目標

とする中心市街地の活性化に必要な

事業である。 

○事業名 

37.きれいな街

づくり運動推進

事業 

○内容 

商店街と地域が

連携した街の美

化を推進する。 

○実施時期 

H25年度～ 

十日町

市商店

街振興

組合連

合会 

【位置付け】 

商店街（10の商店街組織）と地域

が連携して花植え等を行うことで、

中心市街地の景観を向上させるとと

もに、来街者に対するおもてなし意

識を醸成する。 

【必要性】 

来街者に対するおもてなし意識を

高めることは、「訪れる人を増やす」

を目標とする中心市街地の活性化に

必要な事業である。 

  

○事業名 

38.ゴールドカ

ード事業 

○内容 

高齢者向けカー

ド事業（60歳以

上の方にゴール

ドカードを発行

し、中心市街地

での買物を推進

する） 

○実施時期 

H25年度～ 

十日町

スタン

プ協同

組合 

【位置付け】 

十日町スタンプ組合発行の TOP カ

ードに高齢者向けのサービスを付加

することにより、来街機会の増加を

図る。 

【必要性】 

中心市街地への来街機会の増加を

図ることは、「訪れる人を増やす」を

目標とする中心市街地の活性化に必

要な事業である。 

 

  

○事業名 

39.一店逸品事

業 

○内容 

商店街が連携し

た一店逸品事

業を実施する。 

○実施時期 

H20年度～ 

とおか

まち逸

品会 

（個店

活性化

勉 強

会） 

【位置付け】 

商店街における既存商品のＰＲや

魅力の再発見、新商品の創出等を通

じて経営革新を進めることにより、

個店の経営力強化及び魅力向上を図

る。 

【必要性】 

個店の経営力強化及び魅力向上を

図ることは、「訪れる人を増やす」を

目標とする中心市街地の活性化に必

要な事業である。 
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事業名、内容及び
実施時期 

実施主
体 

中心市街地の活性化を実現するため
の位置付け及び必要性 

国以外の支援
措置の内容及
び実施時期 

その他
の事項 

○事業名 

40.おらちのお

宝展 

○内容 

商店街のショー

ウィンドウを

活用して、各商

店等のお宝を

展示する。 

○実施時期 

H20年度～ 

商工会

議所商

業部会

女性部

「アネ

ッ サ

21」 

【位置付け】 

商店街のショーウィンドウを活用

して、各商店等の生活や文化に密着

したお宝を展示することにより、来

街機会の増加を図る。 

【必要性】 

中心市街地への来街機会の増加を

図ることは、「訪れる人を増やす」を

目標とする中心市街地の活性化に必

要な事業である。 

  

○事業名 

41.十日町織物

産地特別招待会 

○内容 

観光ツアーと絡

めたきものの販

売促進イベント 

○実施時期 

H25年度 

十日町

商工会

議所、

きもの

流通業

界、十日

町織物工

業協同組

合 

【位置付け】 
これまで首都圏や関西圏で実施し

ていた「染織の祭典十日町フェア」
を中心市街地で開催することで、業
界関係者の来街機会の増加及び「き
ものの里・十日町」の情報発信を図
る。 
【必要性】 
首都圏や関西圏のきもの業界関係

者の来街機会の増加及び「きものの
里・十日町」の情報発信を図ること
は、「訪れる人を増やす」を目標とす
る中心市街地の活性化に必要な事業
である。 

  

○事業名 

42.十日町伝統

的工芸品指定

30周年記念展 

○内容 

明石ちぢみと十

日町絣の伝統的

工芸品指定 30

周年を記念して

展示会を開催。 

○実施時期 

H25年度 

十日町

織物工

業協同

組合 

【位置付け】 

明石縮と十日町絣の伝統的工芸品

指定 30 周年を記念した展示会を新

潟県伝統的工芸品展と同時開催する

ことにより、織物産業やきもの愛好

者の来街機会の増加及び「きものの

里・十日町」の情報発信を図る。 

【必要性】 

織物産業及びきもの愛好者を中心

とした多数の集客及び「きものの

里・十日町」の情報発信を図ること

は、「訪れる人を増やす」を目標とす

る中心市街地の活性化に必要な事業

である。 

  

○事業名 
43.きものの街
のキルト展 

○内容 

きもの

の街の

キルト

展実行

【位置付け】 

商店街のショーウィンドウを活用

して、きもの生地を使ったキルト作

品展を開催し、織物産業の歴史や発
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事業名、内容及び
実施時期 

実施主
体 

中心市街地の活性化を実現するため
の位置付け及び必要性 

国以外の支援
措置の内容及
び実施時期 

その他
の事項 

全国から応募の
キルト作品の
コンテストと、
中心市街地の
商店街のショ
ーウインドウ
を活用したキ
ルト作品を展
示する。 

○実施時期 
H16年度～ 

委員会 展性を情報発信し、まちなか回遊を

図る。 

【必要性】 

織物産業の歴史や発展性を情報発

信して、まちなか回遊を図ることは、

「訪れる人を増やす」を目標とする

中心市街地の活性化に必要な事業で

ある。 

○事業名 

44.十日町おお

まつり 

○内容 

夏の十日町市街

地で行われる伝

統あるまつり。

民謡流しや御

輿、万灯などの

ほか打ち上げ花

火も行われる。 

○実施時期 

江戸時代～ 

各種団

体 

【位置付け】 

民謡流しや御輿、万灯など地域の

歴史や伝統を伝える祭りを開催する

ことにより、来街機会の増加を図る。 

【必要性】 

地域の歴史や伝統を伝える祭りを

中心市街地で開催することで、来街

機会の増加を図ることは、「訪れる人

を増やす」を目標とする中心市街地

の活性化に必要な事業である。 

  

○事業名 

45.生誕地まつ

り 

○内容 

世界的平和指導

者である十日

町名誉市民の

庭野日敬氏の

生誕地まつり

において、来訪

者のおもてな

しに市民によ

るイベントや

特産品市など

を開催する。 

○実施時期 

S52年度～ 

生誕地

まつり

実行委

員会 

【位置付け】 

庭野日敬氏の生誕地にちなんで全

国から多くの関係者が集まる「生誕

地まつり」を開催するとともに、市

民によるイベントや特産品市などの

おもてなしのイベントを行い、来街

者との交流促進を図る。 

【必要性】 

市民によるイベントや特産品市な

どのおもてなしのイベントにより、

来街者との交流促進を図ることは、

「訪れる人を増やす」を目標とする

中心市街地の活性化に必要な事業で

ある。 

  

○事業名 

46.チンコロ市

一般社

団法人

【位置付け】 

市内外で知名度が高くなっている
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事業名、内容及び
実施時期 

実施主
体 

中心市街地の活性化を実現するため
の位置付け及び必要性 

国以外の支援
措置の内容及
び実施時期 

その他
の事項 

（節季市） 

○内容 

諏訪町通りで毎

年１月に伝統

的な市を開催

する。 

○実施時期 

 M10年頃～ 

十日町

市観光

協会 

「チンコロ」に代表される伝統的な

市の開催により、冬期間の来街機会

の増加を図る。 

【必要性】 

「チンコロ」に代表される伝統的

な市の開催により、冬期間の来街機

会の増加を図ることは、「訪れる人を

増やす」を目標とする中心市街地の

活性化に必要な事業である。 

○事業名 

47.ホワイトミ

ュージアム in

十日町白い愛

の祭典「十日町

雪まつり」 

○内容 

「十日町雪まつ

り」の実施と併

せ て イ ベ ン

ト・キャンペー

ンを実施する。 

○実施時期 

S25年度～ 

雪まつ

り実行

委員会 

【位置付け】 

現代雪まつりの発祥として知られ

る「十日町雪まつり」を開催すると

ともに、市民協働による冬のイベン

ト・キャンペーン「ホワイトミュー

ジアム（純白の美術館）」を実施する

ことにより、冬期間の来街機会の増

加を図る。 

【必要性】 

知名度の高い「十日町雪まつり」

と併せてイベント・キャンペーンを

実施することにより、冬期間の来街

機会の増加を図ることは、「訪れる人

を増やす」を目標とする中心市街地

の活性化に必要な事業である。 

  

○事業名 

48.十日町市観

光土産品コンテ

スト 

○内容 

十日町市の名物

となる優れた

土 産 品 の 発

掘・育成を図る

ため、コンテス

トを開催する。 

○実施時期 

H24年度～ 

一般社

団法人

十日町

市観光

協会 

【位置付け】 

市内の団体や個人を対象に、コン

テスト形式で優れた土産商品を発掘

するとともに、認定商品の販売支援

を行うことにより、観光客の満足度

を向上させ、リピーターの増加を図

る。 

【必要性】 

観光客の満足度を向上させ、リピ

ーターの増加を図ることは、「訪れる

人を増やす」を目標とする中心市街

地の活性化に必要な事業である。 

  

○事業名 

49.コミュニテ

ィ FM放送事業 

○内容 

コミュニティ

FM を活用した

民間事

業 者

（株式

会社エ

フエム

とおか

【位置付け】 

中越大震災後、地域からの要望で

開局されたコミュニティ FM 局を活

用して、中心市街地のイベント・地

域情報等を発信することにより、来

街機会の増加を図る。 
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事業名、内容及び
実施時期 

実施主
体 

中心市街地の活性化を実現するため
の位置付け及び必要性 

国以外の支援
措置の内容及
び実施時期 

その他
の事項 

中心市街地や

十日町市の情

報発信を行う。 

○実施時期 

H18年度～ 

まち） 【必要性】 

市民や来街者に中心市街地のイベ

ント・地域情報を発信することは、

「訪れる人を増やす」を目標とする

中心市街地の活性化に必要な事業で

ある。 

○事業名 

50.とおかまち

情報誌発行 

○内容 

フリーペーパー

情報誌による

中心市街地を

中心とした情

報発信を行う。 

○実施時期 

H18年度～ 

民間事

業 者

（株式

会社エ

フエム

とおか

まち） 

【位置付け】 

コミュニティ FM 局が発行するフ

リーペーパーを介して、中心市街地

のイベント・地域情報等を発信する

ことにより、来街機会の増加を図る。 

【必要性】 

市民や来街者に中心市街地のイベ

ント・地域情報を発信することは、

「訪れる人を増やす」を目標とする

中心市街地の活性化に必要な事業で

ある。 

  

○事業名 
51.十菓町スイ
ーツグランプ
リ 

○内容 
学生が考えるビ
ジネスプラン
のコンテスト
「トオコン」で
の最優秀プラ
ンを基に、地元
企業がビジネ
ス化し、スイー
ツのまちづく
りを目指す。 

○実施時期 
H23年度～ 

民間事

業 者

（株式

会社エ

フエム

とおか

まち） 

【位置付け】 

県内外の大学生を対象としたビジ

ネスコンテストから生まれたスイー

ツグランプリを実施することによ

り、多世代の市民がまちづくり活動

に参画することを促す。 

【必要性】 

多世代の市民がまちづくり活動に

参画することを促すことは、「訪れる

人を増やす」を目標とする中心市街

地の活性化に必要な事業である。 

 

  

○事業名 
52.グルメイベ
ント 

○内容 
中心市街地内の
飲食店共通のチ
ケットを販売

し、食べ歩き、
飲み歩きを楽し
むまちなかバル
やグルメイベン
トなどを開催。 

飲食店

有志 

【位置付け】 

十日町市の食資源のポテンシャル

を市内外に広くアピールするため、

まちなかバル等のグルメイベントを

開催することにより、来街機会の増

加を図る。 

【必要性】 

食を通じた来街機会の増加を図る

ことは、「訪れる人を増やす」を目標

とする中心市街地の活性化に必要な

事業である。 
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事業名、内容及び
実施時期 

実施主
体 

中心市街地の活性化を実現するため
の位置付け及び必要性 

国以外の支援
措置の内容及
び実施時期 

その他
の事項 

○実施時期 
H25年度～ 

○事業名 
53.販売力強化
セミナー 

○内容 
商店街等を対象
とした販売力強
化セミナーを開

催する。 
○実施時期 
H24年度～ 

十日町

専門店

会協同

組合 

【位置付け】 

商店街等を対象とした販売力強化

セミナーを開催し、売り出し企画の

内容等を高めることにより、個店の

魅力向上と来街機会の増加を図る。 

【必要性】 

個店の魅力向上と来街機会の増加

を図ることは、「訪れる人を増やす」

を目標とする中心市街地の活性化に

必要な事業である。 

  

○事業名 
54.中心市街地
活性化基金によ
る市民活動支援
事業 

○内容 
基金を設置し、

市民によるまち
づくり活動を支
援する。 

○実施時期 
H25年度～ 

十日町

市 

【位置付け】 

民間からの寄附による基金を造成

し、中心市街地における市民のまち

づくり活動を財政的に支援すること

により、中心市街地のまちづくり活

動を活発化させる。 

【必要性】 

中心市街地のまちづくり活動に対

する市民の関心を高め活性化させる

ことは、「活動する人を増やす」を目

標とする中心市街地の活性化に必要

な事業である。 

 

 
 

○事業名 

55.十日町オリ

ジナル観光パン

フレット事業 

○内容 

既存の各種情報

を整理した観光

パンフレットを

作成する。 

○実施時期 

H24年度～ 

一般社

団法人

十日町

市観光

協会 

【位置付け】 

中心市街地の商店街や各種団体が

持つ情報を網羅した情報マップ等を

作成することにより、市民や来街者

の情報受発信面での利便性向上を図

る。 

【必要性】 

情報マップ等を作成することによ

り、市民や来街者の情報受発信面で

の利便性向上を図ることは、「訪れる

人を増やす」を目標とする中心市街

地の活性化に必要な事業である。 

  

○事業名 

56.大地の芸術

祭中心市街地プ

ロジェクト 

○内容 

越後妻有地域の

里山を舞台に３

大地の

芸術祭

実行委

員会 

【位置付け】 

第６回「大地の芸術祭 越後妻有

アートトリエンナーレ」の開催（2015

年）に向けて、中心市街地でのアー

トプロジェクトを実施し、地域コミ

ュニティの醸成を図る。 

【必要性】 
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事業名、内容及び
実施時期 

実施主
体 

中心市街地の活性化を実現するため
の位置付け及び必要性 

国以外の支援
措置の内容及
び実施時期 

その他
の事項 

年に１度開催さ

れる世界最大の

国際芸術祭の中

心市街地におけ

るプロジェクト

を進める。 

○実施時期 

H25年度～ 

中心市街地でのアートプロジェク

ト実施により、地域コミュニティの

醸成を図ることは、「訪れる人を増や

す」を目標とする中心市街地の活性

化に必要な事業である。 

○事業名 

57.「とおかまち

ナビ」サービス

事業 

○内容 

スマートフォン

用アプリ「Layar

（レイヤー）」を

活用し、十日町

市の情報提供シ

ステムを構築す

る。 

○実施時期 

H23年度～ 

 

 

十日町

市 

【位置付け】 

スマートフォンの「Layar（レイヤ

ー）」アプリケーションを利用して、

観光・地域情報を提供することによ

り、市民や来街者の情報受発信面で

の利便性向上を図る。 

【必要性】 

市民や来街者の情報受発信面での

利便性向上を図ることは、「訪れる人

を増やす」を目標とする中心市街地

の活性化に必要な事業である。 

  

○事業名 
58.十日町市観
光写真コンテス
ト 

○内容 
十日町市のさま
ざまな魅力を捉
えていただき、
魅力の再発見に
つなげる「十日
町市観光写真コ
ンテスト」を開
催する。 

○実施時期 
S55年度～ 

一般社

団法人

十日町

市観光

協会 

【位置付け】 

「十日町市観光写真コンテスト」

を開催することにより、十日町市の

地域資源を再発見するとともに、来

街機会の増加を図る。 

【必要性】 

十日町市の地域資源の魅力を情報

発信することは、「訪れる人を増や

す」を目標とする中心市街地の活性

化に必要な事業である。 

  

○事業名 
60.十日町産業
フェスタ 

○内容 
地域経済の活性
化を図ることを
目的としたフェ
スティバルを開
催する。 

○実施時期 

十日町

商工会

議所 

【位置付け】 

十日町市の地域資源を情報発信す

る「十日町産業フェスタ」を開催す

ることにより、市民の地域産業への

関心度を高め、地域産業の活性化を

図る。 

【必要性】 

市民の地域産業への関心度を高
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事業名、内容及び
実施時期 

実施主
体 

中心市街地の活性化を実現するため
の位置付け及び必要性 

国以外の支援
措置の内容及
び実施時期 

その他
の事項 

H20年度～ め、産業活性化を図ることは、「訪れ

る人を増やす」を目標とする中心市

街地の活性化に必要な事業である。 
○事業名 
61.ホットひと
駅事業 

○内容 
市民と連携して
商店街の個店等
に休憩所を設置
するほか、トイ
レや観光パンフ
レットの提供を
行う。 

○実施時期 
H20年度～ 

民間事

業者、

市民 

【位置付け】 

商店街の個店や市民が協働して来

街者のおもてなしを行う「ホットひ

と駅」を設置することにより、来街

機会の増加を図る。 

【必要性】 

市民が協働して来街者へのおもて

なしを行うことは、「訪れる人を増や

す」を目標とする中心市街地の活性

化に必要な事業である。 
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８． ４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

 

［２］具体的事業の内容 

（1）法に定める特別の措置に関連する事業 

該当なし 

 

（2）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実

施時期 
実施主体 

目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容及

び実施時期 

その他 

の事項 

○事業名 

66．中心市街地巡

回バス実証実験事

業 

○内容 

中心市街地内の巡

回バス運行の実証

実験を行う。 

○実施時期 

H27年度 

 

十日町市 【位置付け】 

 中心市街地の活性化施策の

一環として、中心市街地におけ

る交通のニーズや利便性を調

査するために主要施設などを

巡回するバスを運行する。 

この調査の場として、平成 27

年度に開催される「大地の芸術

祭 越後妻有アートトリエンナ

ーレ 2015」を活用する。 

【必要性】 

○支援措置 

社会資本整備総

合交付金（都市

再生整備計画事

業と一体となっ

た効果促進事

業） 

○実施時期 

H27年度 

 

［１］公共交通機関の利便性の増進及び特定事業の推進の必要性  

（１）現状分析 

ＪＲ飯山線及び北越急行ほくほく線の十日町駅は、本市の玄関口であり十日町地

域の交通結節点の役割を担っている。一方で、市内各地区にアクセスできる路線バ

スは、モータリゼーションの進展に伴う利用者の減少によって、廃止や運行本数の

減少が続いている。 

 

（２）公共交通機関の利便性の増進及び特定事業の推進の必要性 

鉄道との交通結節点である中心市街地と市内各地区を結ぶ路線バスは、利用者が

減少する一方で、高齢化の進行による移動制約者の増加が見込まれることを受け、

自家用車を利用できない高齢者等が日常生活を営むうえで欠かせない交通手段とし

て、その維持と確保が課題となっている。 

 

（３）フォローアップの考え方 

計画期間の各年度に各事業の進捗状況を調査し、計画期間の中間点である平成 27

年度末における目標数値の集計分析による達成状況を確認し、状況に応じて事業の

改善措置を講じる。計画期間の最終年度には、再度進捗状況を調査し、中心市街地

活性化の効果を実証する。 

また、目標指標を補完する参考指標を設定し、フォローアップに反映させる。 
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 中心市街地巡回バスを運行

することで市民及び来訪者の

回遊性、利便性を高め、更なる

にぎわい創出の一助とするこ

とができ、「訪れる人を増やす」

を目標とする中心市街地の活

性化に必要な事業である。 

 

 

（2）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

該当なし 

 

（3）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

該当なし 

 

（4）国の支援がないその他の事業 

事業名、内容及び
実施時期 

実施主
体 

中心市街地の活性化を実現するた
めの位置付け及び必要性 

国以外の支
援措置の内
容及び実施
時期 

その他
の事項 

○事業名 

62.予約型乗合

タクシー運行事

業 

○内容 

交通空白地区と

中心市街地を結

ぶ予約型乗合タ

クシーの運行。 

○実施時期 

H23年度～ 

十日町

市 

【位置付け】 

市内の公共交通空白地区と中心

市街地を予約型乗合タクシーで結

び、来街者の利便性を向上させ、

来街機会の増加を図る。 

【必要性】 

交通空白地区を解消して、中心

市街地への来街機会を増加するこ

とは、「訪れる人を増やす」を目標

とする中心市街地の活性化に必要

な事業である。 

  

○事業名 

63.楽々まちめ

ぐり！電動レン

タサイクル「里

チャリ」 

○内容 

電動アシスト型

自転車「里チャ

リ」のレンタル。 

○実施時期 

H23年度～ 

一般社

団法人

十日町

市観光

協会 

【位置付け】 

高低差の激しい中心市街地の回

遊性をより向上させるため、十日

町駅西口観光案内所に電動アシス

ト型レンタサイクルを配置し、来

街者の利便性の向上を図る。 

【必要性】 

電動アシスト型レンタサイクル

を配置し来街者の利便性の向上を

図ることは、「訪れる人を増やす」

を目標とする中心市街地の活性化

に必要な事業である。 

  

 

平成 22 年 1月 8 日現在 平成 22 年 1月 8 日現在 


